
令和５年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業　実績一覧

重点交付金
充当額

国庫補助額
(重点交付金

除く)

その他
（県補助等）

一般
財源

1 物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（低所得世帯
支援分）【物価高騰対策給付
金】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、
低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費

1,111,536,688 1,111,536,688 0 0 0 物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、令和5年12月中に給付金の
支給を開始し、迅速な支援を行うことができました（事業効果）。
・支給対象：
　令和5年12月1日時点の令和5年度住民税非課税世帯
・支給件数：
　15,560世帯

対象世帯に対して令和5年12月28日か
ら支給を開始

社会福祉課

2 物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（住民税均等
割のみ課税世帯分）【物価高
騰対策給付金】

社会福祉課

2 物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（住民税均等
割のみ課税世帯分）【物価高

社会福祉課

3 物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（こども加算
分）【物価高騰対策給付金】

社会福祉課

3 物価高騰対応重点支援地方
創生臨時交付金（こども加算
分）【物価高騰対策給付金】

社会福祉課

4 民間保育園等物価高騰対策
支援事業（給食費分）

①物価高騰の影響を受けている民間保育園等の給食の
質・量を確保するとともに給食費の値上げを防ぐため、給
食食材の高騰分を支援する。
②民間保育園給食用食材の高騰分（13％）

7,507,920 0 0 0 7,507,920 物価高騰の影響を受けている民間保育園等の給食の質・量を確保するとともに給食費の値上
げを防ぐため、給食食材の高騰分を支援しました。
・支援対象：佐倉市内の民間保育園等
・支援金額：820円（給食費月額平均6,302円×13％（物価上昇率））×9,156人（延べ園児数（1～
3月の月初人数の合計））
・支援件数：37件
・支援率：100％（支援件数37件／対象件数37件）

当該補助事業により支援した民間保育
園等の延べ園児数9,156人

こども政策課

5 保育園物価高騰対策支援事
業（給食費分）

①物価高騰の影響を受けている公立保育園の給食の質・
量を確保するとともに給食費の値上げを防ぐため、賄い
材料費の高騰分を増額する。
②公立保育園賄材料費の高騰分（13％）

1,064,527 973,000 0 0 91,527 原油価格・物価高騰の影響を受けた公立保育園（7園）に対し、給食の質・量を確保しつつ、従前
の保護者負担額のままを維持し、賄材料費の高騰分（13％）を支援しました。

当該補助事業により支援した公立保育
園の園児数564人

こども保育課

6 認可外保育施設物価高騰対
策支援事業（給食費分）

①物価高騰の影響を受けている認可外保育施設の給食
の質・量を確保するとともに給食費の値上げを防ぐため、
給食食材の高騰分を支援する。
②認可外保育施設給食用食材の高騰分（13％）

23,088 0 0 0 23,088 原油価格・物価高騰の影響を受けた認可外保育施設（1施設）に対し、給食の質・量を確保しつ
つ、従前の保護者負担額のままを維持し、給食用食材費の高騰分（13％）を支援しました。
・対象：天使の隠れ家保育施設　リトルエンジェル
・補助金額：給食を提供する乳児及び幼児（継続して一定の日数を利用する乳児及び幼児に限
る。）に対し、提供した給食１食当たり、５２円

当該補助事業により支援した認可外保
育施設の給食提供数444食

こども保育課

7 私立幼稚園物価高騰対策支
援事業（給食費分）

①物価高騰の影響を受けている私立幼稚園の給食の質・
量を確保するとともに給食費の値上げを防ぐため、給食
食材の高騰分を支援する。
②私立幼稚園給食用食材の高騰分（13％）

1,614,000 0 0 0 1,614,000 原油価格・物価高騰の影響を受けた私立幼稚園（4園）に対し、給食の質・量を確保しつつ、従前
の保護者負担額のままを維持し、給食用食材費の高騰分（13％）を支援しました。
・対象：市内私立幼稚園（4園）
・補助金額：月の初日に在園する園児1人当たり月額750円として算出された額

市内私立幼稚園4園のR6.1月～R6.3月
月初在園児数の合計2,152人
（月平均717人）

こども保育課

8 学校給食物価高騰対策支援
事業

①物価高騰による影響を受けている小中学校の給食の
質・量を確保するとともに給食費の値上げを防ぐため、
米・パンを公費により調達する。
②給食米・パン代

15,743,206 12,940,000 0 0 2,803,206 令和6年1月～3月において、小中学校34校の学校給食で使用する米・パンの公費調達を実施し
ました。

当該補助事業により支援した市内公立
小中学校の児童生徒数11,697人(R6.3.1
現在)

指導課

9 子ども食堂物価高騰対策支援
事業（光熱費分）

①物価高騰による影響を受ける市内子ども食堂等運営団
体に対し光熱費高騰相当分の1/2を補助することで安定
的な運営を確保する。
②子ども食堂等物価高騰対策支援金（光熱費分）

203,900 0 0 0 203,900 物価高騰による影響を受ける市内子ども食堂等運営団体に対し、「子ども食堂等物価高騰対策
支援金（光熱費分）」を給付し、安定的な運営を支援しました。
・支援対象：さくらあったか食堂ネットワークに加盟する食堂
・支援金額：20円（１食あたりの物価高騰相当額）×提供食数×1/2
・支援件数：12件
・支援率70.6％（支援件数12件／対象件数17件）※小数点以下第二位を四捨五入

当該補助事業により支援した子ども食
堂等での配食数　20,390食

こども政策課

10 民間保育園等物価高騰対策
支援事業（光熱費分）

①物価高騰による影響を受ける民間保育園等に対し光熱
費高騰相当分の1/2を補助することで安定的な運営を確
保する。
②民間保育園等物価高騰対策支援金（光熱費分）

7,304,710 6,674,000 0 0 630,710 物価高騰による影響を受ける民間保育園等に対し光熱費高騰相当分の1/2を補助し、安定的な
運営を支援しました。
・支援対象：佐倉市内の民間保育園等
・支援金額：4,820円（園児一人あたりの物価高騰相当額）×3,031人（利用定員数）×1/2
・支援件数：37件
・支援率：100％（支援件数37件／対象件数37件）

当該補助事業により支援した施設の定
員数　3,031人

こども政策課

11 認可外保育施設物価高騰対
策支援事業（光熱費分）

①物価高騰による影響を受ける認可外保育施設に対し光
熱費高騰相当分の1/2を補助することで安定的な運営を
確保する。
②認可外保育施設物価高騰対策支援金（光熱費分）

25,000 23,000 0 0 2,000 原油価格・物価高騰の影響を受けた認可外保育施設（1施設）に対し、光熱費の高騰分を支援
し、安定的な運営を確保することができました。
・対象：天使の隠れ家保育施設　リトルエンジェル
・補助金額：令和6年1月1日時点における在籍人数に2,410円を乗じて得た額

当該補助事業により支援した施設の園
児数　11人

こども保育課

12 私立幼稚園物価高騰対策支
援事業（光熱費分）

①物価高騰による影響を受ける立幼稚園に対し光熱費高
騰相当分の1/2を補助することで安定的な運営を確保す
る。
②私立幼稚園物価高騰対策支援金（光熱費分）

1,453,210 1,328,000 0 0 125,210 原油価格・物価高騰の影響を受けた私立幼稚園（4園）に対し、光熱費の高騰分を支援し、安定
的な運営を確保することができました。
・対象：市内私立幼稚園（4園）
・補助金額：令和6年1月1日時点における在籍人数に2,410円を乗じて得た額に8分の6を乗じた
額（10円未満切り捨て）

当該補助事業により支援した施設の園
児数　804人

こども保育課

1,502,299,218 1,489,297,657 0 0 13,001,561

No
物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金
実施計画事業名

　事業概要
①目的・効果

②交付金を充当する経費内容
総事業費

単位：円

主な実績、効果等

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、
低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費

270,118,969 270,118,969 0 0 0

実績指標 担当所属名

物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、令和6年3月中に給付金の支
給を開始し、迅速な支援を行うことができました（事業効果）。
・支給対象：
　令和5年12月1日時点の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
・支給件数：
　先行実施分　2,687世帯
　追加支給分　2,624世帯（令和５年度末時点。令和６年度において継続中）

対象世帯に対して令和6年3月28日から
支給を開始
(ただしコロナ交付金からの振替に係る
3万円支給については先行して令和5年
7月21日から支給を開始)

①物価高が続く中で低所得の子育て世帯への支援を行う
ことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得の子育て世帯への給付金及び事務費

85,704,000 85,704,000 0 0 0 物価高騰による家計への影響が大きい住民税非課税及び住民税均等割のみ課税の子育て世
帯に対し、令和6年3月中に給付金こども加算分の支給を開始し、迅速な支援を行うことができま
した（事業効果）。
・支給対象：
　令和5年12月1日時点の令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯で
　あり、かつ、18歳以下の児童が属する世帯
・支給件数：
　958世帯（加算対象児童数1,674人）（令和５年度末時点。令和６年度において継続中）

対象世帯に対して令和6年3月28日から
支給を開始
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